
＜採用試験＞ 

昭和61年度には、採用試験の採用区分の呼称を、大学卒程度はⅠ類、短大卒程度はⅡ類、

高校卒程度はⅢ類に変更した。 

平成3年度には、選択解答制の導入や試験時間の短縮等の改正を行った。 

平成7年度には、Ⅰ類事務に点字受験制を導入した。 

平成9年度には、職種の改正に伴い、「土木」・「造園」を「土木造園」、「福祉指導」を「福

祉」、「食品衛生監視」・「環境衛生監視」を「衛生監視」に変更し、「土木造園」については、

「土木造園（土木）」、「土木造園（造園）」の2つの試験区分を設けた。 

平成13年度には、職種の改正に伴い、「衛生監視」・「化学」を「衛生監視」に変更し、「衛

生監視」については、「衛生監視（衛生）」「衛生監視（化学）」の2つの試験区分を設けた。 

平成14年度には、法改正に伴い、「保健婦（士）」の職種名を「保健師」に変更した。また、

試験問題について筆記試験の全問題を公表した。公表方法は、①第1次試験当日の試験問題の

持ち帰り、②第1次試験後、各区等での試験問題の閲覧及びホームページへの掲載とした。加

えて、清掃事業の移管に伴う職員補充のため、本委員会発足以降初めてⅠ類衛生監視（化学）

及びⅢ類機械の試験を実施した。 

平成15年度には、清掃事業の円滑な運営確保を目的として、3年間の予定で機械及び電気の

2職種に限り、経験者採用試験を実施した。また、採用試験に関する信頼性の確保と公正性の

推進を図るため、五肢択一式問題の正答を公表することとした。 

平成16年度には、従来以上に意欲的で有為な人材を確保するため、Ⅰ類の第1次試験の試験

日を1ヵ月程度前倒しとした。また、人物重視の観点から、Ⅰ類事務において個別面接を1回

から2回に変更し、技術・専門的な職種についても課題式論文を導入した。加えて、主な他団

体が保健師採用試験の第1次試験を6月頃に実施していることから、保健師採用試験をⅠ類と

同日とした。 

平成19年度には、高度化・複雑化・専門化する行政サービスに対応するため、民間企業等

での職務経験で培った知識や能力を即戦力として特別区政に活かすことを目的として、経験

者採用試験・選考（以下「経験者」という。）を導入し、採用機会の拡大を図った。加えて、

受験者の利便性の向上を図るため、Ⅰ類を除き、インターネットによる申込を実施し、平成

20年度には全採用区分に拡大した。 

平成20年度には、Ⅰ類事務と同様に、技術・専門的な職種についても2回面接を実施するな

ど、人物重視の採用試験の取組みを推進した。 

平成24年度には、経験者において、①申込時の提出書類に職務経歴書を追加、②受験資格

に係る業務従事歴の対象範囲を拡大、③採用区分3級職の第1次選考に教養試験（五肢択一式）

を導入、④第1次試験・選考合格者に対する面接の1回目と2回目の間に選抜を実施するといっ

た大幅な制度改正を実施した。また、3級職（主任主事Ⅰ）を試験から選考に変更した。 

平成25年度には、人材確保が厳しいⅠ類技術系試験区分（土木造園（土木）・土木造園（造

園）・建築・機械・電気）について、他の試験区分より最終合格発表日を前倒しし、有為な人

材の確保に努めた。また、特別区が求める人材像として、「自ら考え行動する人材」を設定し

た。 

平成26年度には、多様な人材を確保するため、Ⅰ類の教養試験の出題内容について、知

能分野と知識分野の割合を変更した。また、Ⅰ類技術系試験区分のうち土木造園（土木）

及び建築において、民間企業志望者等にも受験しやすい【土木・建築新方式】を導入し、

Ⅰ類【一般方式】・【土木・建築新方式】の試験を実施した。 

平成27年度には、Ⅰ類【一般方式】において、民間企業等の採用選考活動が8月1日以降



に変更されたことに伴い､第1次試験の試験日を1ヵ月程度後ろ倒しとした。また、第2次試

験の個別面接を2回から1回に変更し、性格検査を導入した。 

平成28年度には、Ⅰ類試験区分のうち、事務、土木造園（土木）、土木造園（造園）、建

築、機械、電気の受験資格の上限年齢を28歳未満から32歳未満に引き上げた。加えて、経験

者においては、受験者の負担を軽減するため、口述試験として実施していた第2次及び第3次

試験・選考を統合し、面接を2回から1回に変更した。 

平成29年度には、高齢者人口・生活保護受給世帯数の増加や児童福祉法等の改正に伴う

児童相談所の設置に向け、福祉分野における専門人材を確保するため、Ⅰ類【一般方式】

試験区分に心理を、経験者試験・選考区分に福祉を追加した。また、Ⅰ類【一般方式】に

おいて、民間企業等の採用選考活動が6月1日以降に変更されたことに伴い､第1次試験の試

験日を1ヵ月程度前倒しとした。 

平成30年度には、Ⅰ類において、受験者の負担軽減のため、第1次試験で実施していた性

格検査を廃止した。また、行政系人事制度の改正に伴い、経験者の採用区分について、2級

職を1級職に、3級職を2級職に変更した。 

 令和元年度には、経験者において、採用制度の一層の充実を図り、より有為な人材を確

保するため、受験資格の上限年齢を60歳未満に引き上げ、採用区分を2区分（1級職、2級職

（主任））に見直し、あわせて、児童相談所（一時保護所を含む。）の円滑な開設・運営

に向けた体制の強化を図るため、児童相談所等での有用かつ専門的な職務経験を有する人

材を確保することを目的として、採用区分に1級職、2級職（主任）に加え、3級職（係長

級）を設定、試験・選考区分に「児童福祉」「児童指導」「児童心理」を追加するといっ

た大幅な制度改正を実施した。また、Ⅰ類【土木・建築新方式】において、民間企業志望

の学生がより受験しやすい試験とするため、試験日程を前倒しし、Ⅰ類【一般方式】と同

日実施とした。加えてインターネットによる申込を原則化した。 

 令和2年度には、児童相談所等での経験を求める採用制度について、児童相談所開設に向

けた人材確保を一層図るため、受験対象者拡大の観点から、業務経験の年数を見直すとと

もに、「児童福祉」及び「児童心理」の必要とする業務経験の範囲等を緩和し実施した。

また、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代の者を対象に、その活躍

の場を広げることを目的として、就職氷河期世代を対象とする採用を導入した。 

 令和3年度には、ICTを活用した事務の効率や利便性の向上を踏まえ、Ⅲ類採用試験等、

秋に実施する試験・選考で導入したスマートフォンでのウェブ申込みを全試験・選考に拡

大した。また、Ⅲ類採用試験及び就職氷河期世代を対象とする採用試験において、手書き

作成していた面接カードのウェブ作成・提出方式を導入した。 

 令和4年度には、昨年度から導入した面接カードのウェブ作成・提出方式を全試験に拡大

した。また、さらなるICTを活用した事務の効率化や利便性の向上のため、障害者を対象と

する採用選考を除く全試験区分において、試験案内の完全デジタル化を行った。 

令和5年度には、Ⅰ類技術系試験区分のうち土木造園（土木）及び建築において、【土木・

建築新方式】に替えて、秋に追加で試験を実施する【秋試験】を導入し、Ⅰ類【春試験】・

【秋試験】を実施した。また、経験者において、技術系職種・福祉職の継続勤務条件を緩和

するとともに、採用試験・選考における技術系職種の受験者の一層の確保を図るため、技術

系職種における試験内容の変更を行った。また、特別区のデジタル化推進のため、試験・選

考区分に事務（ICT）を追加した。なお、定年年齢が65歳まで引上げられたことに伴い、令和

5年度から令和12年度までの間の経験者における受験年齢の規定を次表のとおりとした。 

 



試験・選考年度 5 6 7 8 9 10 11 12 

年齢 61歳未満 62歳未満 63歳未満 64歳未満 

 

＜障害者を対象とする採用選考＞ 

 昭和56年11月16日の区長会において、身体障害者雇用促進法の趣旨に基づき、働く意欲と

能力のある身体障害者の就労の途を開くとともに雇用促進を図るため、各区は、法定雇用率

対象職員の3％を目標とし、今後10年間でその達成を図ることを決定した。これに伴い、昭和

57年度採用分から本委員会が、「身体障害者を対象とする採用選考」として特別選考を実施す

ることとした。 

平成2年度に、選考開始から10年が経過したが、任命権者からの採用選考継続要請に基づ

き、平成3年度以降も10年間、本委員会が引き続き採用選考を実施することとなった。 

平成12年度には、さらに10年が経過したものの障害者雇用の目標雇用率の達成及び維持に

努める必要があることから、任命権者からの採用選考継続要請に基づき、平成13年度以降も

本委員会が当分の間採用選考を実施することとなった。 

平成14年度には、採用試験と同様に試験問題の公表を開始した。 

平成25年度には、障害者の法定雇用率の引き上げに伴い、受験者数が減少傾向にある中で、

広く人材を確保するため、受験資格のうち「選考申込時及び採用時において、引き続き特別

区の区域内に住所を有する人」という住所要件を削除した。 

 平成28年度には、改正障害者雇用促進法の施行を踏まえ、受験資格のうち「自力により通

勤ができ、かつ、介護者なしに職務の遂行が可能な人」を削除するとともに、点字受験制を

導入した。また、Ⅰ類採用試験の年齢要件の見直しに伴い、受験資格の上限年齢を28歳未満

から32歳未満に引き上げた。 

平成29年度には、障害者の募集・採用時における差別解消及び配慮の観点から、第2次選考

において実施していた身体検査を廃止した。 

平成30年度には、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国や地方公共団体、

民間企業において障害者雇用の更なる促進が図られる中、障害者を含めた均等な就労機会の

確保が求められている状況を踏まえ、「都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育

手帳の交付を受けている人」、「児童相談所等により知的障害者であると判定された人」及び

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている人」を受験資格に追加した。これに伴い、選考の名称を「障害者を対象とす

る採用選考」に変更した。 

令和5年度には、障害者の雇用機会を拡大するため、受験資格の上限年齢を32歳未満から65

歳未満に引き上げた。なお、定年年齢の引上げに伴い、令和5年度から令和12年度までの間の

受験年齢の規定は前表のとおりとした。 

 


